
2021年4月30日

|厚生労働大臣｜
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

帝京大学

学長

沖永佳史｡

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立(19FA1011)

3．研究者名 (所属部局・職名）帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授

(氏名 フリガナ）福田 吉治 (フクダ ヨシハル）

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 帝京大学

該当性の有無

有 無

(Xl)

未審査(※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

■
■
□

□
□
■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ !■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ ■

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受誰□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCCIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究機関におけるcol委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関 ）

当研究に係るCCIについての報告・審査の有無 有■無口(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCCIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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2021年4月30日
|厚生労働大臣｜
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

帝京大学

学長

沖永佳史

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業1．研究事業名

2．研究課題名 健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立 (19FA1011)

(所属部局・職名）帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授3．研究者名

フリガナ）石川ひろの（イシカワ ヒロノ）(氏名

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(X1)該当性の有無

有 無 未審査(※2）

□

□

□

審査済み 審査した機関

□

□

■ 帝京大学帝京大学

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ■
■
□

□
□
■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□□ ■ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
|■□ ■ |■

(※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’’
受講■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

有■無口(無の場合はその理由 ｊ
’
１

当研究機関におけるcClの管理に関する規定の策定

有■無□(無の場合は委託先機関当研究機関におけるcol委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ）

有口無■（有の場合はその内容 ）当研究に係るColについての指導・管理の有無

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年3月30日

厚生労働大臣殿 一己

機関名

所属研究機関長職名

氏名

、
。b 0－．｡ ．

，，‘ ‘ ”.≦ ￥;／

京都大学医学研究科~、

研箪長一難繩
II 1蕊隼

次の職員の令和2年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、

管理については以下のとおりです。

倫理審査状況及び利益相便等の

1．研究事業名

2．研究課題名

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立 ( 19FA1011 )

3．研究者名 (所属部局 職名） 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授

(氏名・フリガナ） 近藤尚己（コンドウナオキ）

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

群査済み 審査した機関 ｜未審査(※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指金’ □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指金’ □ ■ |■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ |■ |■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針
□ ■ |■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ ■

(※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’ ｜
I

研究倫理教育の受誰状況 受講■ 未受誰□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるColの管理に関する規定の策定 有■無□（無の場合はその理由 ）

当研究機関におけるCol委員会設置の有無 有■無口（無の場合は委託先機関 ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無D(無の場合はその理伽 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(矧意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する椴関の長も作成すること。



令和3年4月 20日
厚生労働大臣殿

女子栄養大学

学長

香川明夫

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の（元号） 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業1．研究事業名

2．研究課題名 健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への

効果的な介入方法の確立(19EA1011)

(所属部署・職名） 栄養学部・准教授3．研究者名

フリガナ） 林芙美 （ハヤシフミ）(氏名

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)該当性の有無

有 無 未審査（※2）

□

□

□

審査済み 審査した機関

□

□

■ 女子栄養大学

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ■
■
□

□
□
■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）､』ロ琴Iピ〆一円ず0ヶJ、 。

′

|■
一

■□ ■

|■□ ■ ■

｜

(※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受識■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

）有■無□(無の場合はその理由当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

）有■無□(無の場合は委託先機関当研究機関におけるCCI委員会設置の有無

）有■無□(無の場合はその理由当研究に係るCOIについての報告．審査の有無

）有口無■（有の場合はその内容当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2021年4月 30日

厚生労働大臣
殿

展健医療科学院岳

機関名

所属研究機関長職名

氏名

公益財団法人明治安田厚生事業団
体力医学研究所

所長

中熊一仁

次の職員の（令和） 3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

一
一》

難
名
事
瀧
砿
職

１
２ ならびに健康無関心層への効果的な

入手法の確立(19FAIOll)

3．研究者名 （所属部署・職名） 公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所・上席研究員

(氏名・フリガナ） 甲斐裕子1カイユウコ）

4．倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当件の有無

有

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） ■ □ ■ 公財）明治安田厚生事業団 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受識状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 無
jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ “
〃h，、 ■（有の場合はその内容： ）



令和3年4月1日
厚生労働大臣殿

地方独立行政法人大阪府

大阪国際がんセンタ

総長

松浦成昭

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入手法の確立

3．研究者名 (所属部局・職名）がん対策センター疫学統計部． 副部長

貴大・タブチタカヒロ(氏名・フリガナ）田淵

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 大阪国際がんセンター

(※1）

未審査(※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

卵
一
叩
一
皿

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
|■□ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□□ ■ ■

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無D(無の場合はその理由 ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関 ）

当研究に係るCCIについての報告・審査の有無 有■無D(無の場合はその理由 ）

当研究に係るColについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



｡‐

2021年4月30日

|厚生労働大臣｜
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

帝京大学

学長

沖永佳史

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業1．研究事業名

2．研究課題名 健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立(19FA1011)

3．研究者名 （所属部局・職名）帝京大学大学院公衆衛生学研究科． 撒師11

渋谷克彦（シブヤカツヒコ）フリガナ）(氏名

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入（※1）該当性の有無

有 無 未審査(※2）

□

□

□

審査済み 審査した機関

□

□

■ 帝京大学帝京大学

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■

□ ■

■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□■□ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称； ）
■□□ ■

(※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’’ 受講■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無D(無の場合はその理由 ）

有■無□(無の場合は委託先機関 ）当研究機関におけるCol委員会設置の有無

有■無□(無の場合はその理由 ）当研究に係るColについての報告・審査の有無

当研究に係るColについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

該当するロにチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

(留意事項）

濤
南

尚
弾
圧

溌
髭
項

伽，



2021年4月30日

|厚生労働大臣｜
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

機関名 帝京大学

学長

沖永佳史

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。

糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業1．研究事業名

2．研究課題名

循環器疾患．

健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立(19FA1011)

(所属部局・職名）帝京大学大学院公衆衛生学研究科3．研究者名 背師
一

一

一

【I

フリガナ）金森悟（カナモリサトル）(氏名

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 帝京大学帝京大学

該当性の有無

有 無

(※1）

未審査(※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■

□ ■

■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■□ ■ |■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□□□ ■

(※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’ 受講■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるColの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由 ）

有■無D(無の場合は委託先機関当研究機関におけるCol委員会設置の有無 ）

有■無口(無の場合はその理由当研究に係るColについての報告・審査の有無 ｊ
ｌ
ｊ有口無■（有の場合はその内容当研究に係るCCIについての指導・管理の有無

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

騨陛星悪罰



2021年4月30日

|厚生労働大臣｜
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

帝京大学

学長

沖永佳史

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業1．研究事業名

2．研究課題名 健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心層への効果的

な介入方法の確立(19FA1011)

3．研究者名 （所属部局・職名）帝京大学大学院公毅衛生学研究科 ･助教

(氏名 フリガナ）加藤美生（カトウ ミオ）

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 帝京大学

該当性の有無

有 無

(※1）

未審査(※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

■
■
□

口
口
■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□□ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
|■■□ ■

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

6．利益相反の管理

有■無□(無の場合はその理由当研究機関におけるCCIの管理に関する規定の策定 ）

有■無口(無の場合は委託先機関当研究機関におけるCCI委員会設置の有無 ）

当研究に係るcClについての報告・審査の有無 有■無口(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCCIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当するロにチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


